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「電波法施行規則等の一部を改正する省令案等」に関し、別紙のとおり意見を提出します。 

  



別紙 

 

別紙該当箇所 意見 

「別紙１１」ローカルローカル５Ｇ導入に

関するガイドライン案 

 

P.5 （７）提供範囲 

 

自己土地利用は、他者土地利用より優先的

に導入することができるものとして位置づ

けられるものである。このため、他者土地

利用は、自己土地利用が存在しない場所に

限り導入可能とする。また、他者土地利用

のローカル５Ｇ無線局の免許取得後に、自

己土地利用の免許申請がなされた場合に

は、他者土地利用側が自己土地利用のロー

カル５Ｇ無線局に混信を与えないように、

空中線の位置や方向の調整等を行うことが

必要である。 

自己土地利用が必ず他者土地利用より優先される考え

方では、自治体公共性の高い利用方法に対して制限を与

える可能性があると考えられます。 

 

例えば、防災無線や公共インフラなどに利用するような

公的な利用形態も考慮した優先度や制限を盛り込むこ

とが望ましいと考えます。 

公的な利用を考慮することで、地域の活性化やローカル

５Ｇの普及を推進することができるものと考えます。 

 

また、他者土地利用のローカル５Ｇ無線局の免許取得後

に、自己土地利用の免許申請がなされた場合、自己土地

利用と他者土地利用間の技術的な調整だけでなく、自己

土地利用であることを理由に他社の事業を妨害する行

為を防止するための運用調整のしくみも必要と考えま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 


